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深 川 幹 事  それでは皆様、こんにちは。定刻を５分過ぎておりますが、お待

たせいたしました。始めさせていただきたいと思います。 

 改めまして本日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、誠に

ありがとうございます。本日の司会を務めさせていただきます、大

田区まちづくり推進部都市計画課長の深川です。どうぞよろしくお

願いします。 

 本日の都市計画審議会ですけれども、運営規則第３条に基づきま

して、ウェブ参加と会場の併用で初めて開催させていただきます。

不手際がないように万全の準備をしたんですが、ちょっと今、開始

のときももたつきましたが、ご容赦いただけたらと思います。どう

ぞよろしくお願いします。それでは座って失礼いたします。 

 まず本日の審議に入る前に、本審議会の委員の交代がございまし

たので案内させていただきます。 

 都市計画審議会の委員につきましては、区議会議員の委員を除き、

令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの２年間が任期とな

ってございます。本日は新しい任期になって最初の審議会であるこ

と、また、前回の審議会より委員の交代がございましたので、交代

された新任の委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 皆様のお手元に、資料ですけれども、大田区都市計画審議会委員

名簿を配付させていただいております。ご覧いただけますでしょう

か。新任委員の皆様につきましては、名簿欄の備考のところに「新

任」と表記をさせていただいております。 

 それでは、副区長の川野より新任委員の皆様のご紹介をさせてい

ただきます。恐れ入りますが、お名前をお呼びしますのでご起立い

ただけたらと思います。よろしくお願いします。 

川 野 幹 事  それでは、お手元の名簿に従い、学識経験のある委員様からご紹

介をさせていただきます。 

 最初に、三浦詩乃委員様でございます。ウェブ参加でございます

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、区民又は東京都若しくは関係行政機関の職員の委員

の皆様をご紹介させていただきます。 

 最初に、荻野稔委員様でございます。まだちょっとお越しになっ
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てございません。 

         続きまして、髙谷博文委員様でございます。 

         続きまして、三浦史雄委員様でございます。 

澁川 交通課長  すみません。所長の三浦のほうが本日所用のため、代わりに交通

課長の澁川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

川 野 幹 事  よろしくお願いいたします。 

 また本日出席の幹事につきましては、ご覧いただいております委

員名簿の裏面のとおりでございます。よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

深 川 幹 事  続きまして、昨年度まで会長を務めていただきました村木委員が

任期満了に伴いまして退任されましたので、改めて本審議会の会長

の選出を議事として進めさせていただきます。 

 新しい会長が選出されるまでの間、通例に従いまして、大田区議

会議員のえびさわ委員に議事進行をお願いしたいと思いますが、皆

様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

深 川 幹 事  ありがとうございます。それでは、えびさわ委員に議事進行をお

願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

えびさわ委 員  皆様こんにちは。ただいまご指名をいただきましたえびさわでご

ざいます。円滑な議事進行にご協力をお願いいたします。 

 それでは開会に先立ち、本日の審議会の成立及び傍聴につきまし

て事務局より報告を願います。 

深 川 幹 事  事務局より、本日の審議会の成立について報告申し上げます。 

 審議会の成立要件につきましては、大田区都市計画審議会条例第

５条第２項におきまして、審議会は委員及び議事に関係のある臨時

委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができないと

規定されております。また同規則３条において、会議への出席とは

開催場所に参集することのほかウェブ会議システムに接続すること

をいうと規定されてございます。 

 なお本日、三木委員におかれましては、１５時頃、所用により退

室されること、連絡をいただいております。 

 また本日、先ほど紹介の中でもありましたが、蒲田警察署、三浦
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委員の代理で澁川交通課長がご出席されておりますが、こちらも同

様に審議会の運営規則第５条第１項及び第２項に基づいたものでご

ざいます。 

 以上を踏まえまして、ウェブ参加も含めて本日委員の出席状況で

ございますが、１８名のうち出席１７名、欠席１名。以上より、定

足数を満たしております。また、本日の傍聴申込数は現在７名とな

ってございます。 

 私からは以上です。 

えびさわ委 員  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から報告がありましたように、定足数を満たして

おりますので、本審議会は成立となります。 

 ここで、第１８２回大田区都市計画審議会の開会を宣言いたしま

す。 

 審議に先立ち、本日の審議会の議事録署名委員は田島委員にお願

いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

えびさわ委 員  ありがとうございます。田島委員、議事録の署名につきまして、

よろしくお願いいたします。 

 次に、審議に先立ちまして、会長の選出を行います。会長の選出

に当たりましては、事務局から説明をお願いいたします。 

深 川 幹 事  会長の選出につきましては、大田区都市計画審議会条例第４条第

１項において、会長は学識経験のある者の委員のうちから委員の選

挙により定めると規定されております。 

 したがいまして、本規程に基づき学識経験のある委員のうちから

会長の選出をお願いしたいと考えております。なお、参考までに、

これまで過去の会長選出は指名推選により行われております。 

 私からは以上です。 

えびさわ委 員  ただいま事務局から説明がありましたとおり、会長は学識経験の

ある委員６名のうちから選出となります。 

 通例に従い、指名推選による会長推選がよろしいかと思いますが、

ご異議はありませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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えびさわ委 員  それでは異議なしということでございますので、指名推選により

進めさせていただきたいと思います。会長にどの方を推薦されるか

ということについて、どなたか挙手で発言をお願いいたします。 

 山中委員。 

山 中 委 員  会長に中西委員を推選させていただきます。 

 推選理由といたしましては、中西委員は平成２６年２月から継続

して大田区都市計画審議会の委員をお務めになられております。大

田区都市計画マスタープランの改定委員、それから大田区住宅マス

タープラン有識者検討委員会の委員も継続してやられております。

大田区のまちづくり行政に精通されております。 

 以上の理由から、中西委員を会長に推選させていただきたいと思

います。 

えびさわ委 員  ありがとうございます。ただいま中西委員を会長に指名推選する

ということご意見がございましたが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

えびさわ委 員  ご異議なしと認めます。よって会長は中西委員に決定させていた

だきます。本席より口頭をもちまして、当選の旨を告知いたします。 

 ここで会長が決定いたしましたので、今後の議事進行につきまし

ては、中西会長に引き継がせていただきたいと思いますので、委員

の皆様、ご協力ありがとうございました。 

中 西 会 長  それでは、以降進行を引き継がせていただきます。 

 ただいま、僣越ながらですが、会長にご推選いただきました中西

です。振り返れば１０年も審議会をやっているのかという感じでは

ありますけれども、私、今横浜市におりますが、もともとは大田区

内の大学におりましたこともありまして、２０年ぐらいですかね、

まちづくり等にいろんな形で関わらせていただいているところであ

ります。 

 大田区というのは産業集積もあれば、空港のような重要な施設も

あり、一方で住環境によい住宅地もあり、あるいは、にぎやかな場

所もあるというふうに全部そろった都市であるというふうに考えて

おります。そういったところで都市計画をちゃんと進めるというこ

とが非常に重要なことだと感じておりますので、このたびの会長と
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いうのも僣越ながらではありますが、非力ながらできることを務め

ていきたいと思いますので、委員の皆様にはご協力いただければと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

 それでは引き続きまして、職務代理の選出を行いたいと思います。

選出にあたりましては、事務局からの説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

深 川 幹 事  職務代理の選出につきましては、大田区都市計画審議会条例第４

条第３項の規定において、会長に事故があるときは会長があらかじ

め指名する委員がその職務を代理すると規定されております。 

 以上です。 

中 西 会 長  ありがとうございます。あまり事故はありたくないとは思います

が、何があるか分かりませんので指名させていただきたいと思いま

す。 

 会長の職務代理につきましては、同じ学識の委員の中から、ご経

験等を踏まえまして谷口委員にお願いしたいと考えております。 

 オンラインですが、谷口委員、聞こえておりますでしょうか。も

し聞こえていればお引き受けいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

 届いていないようなので、チャットのほうでお伝えいただけます

か。 

谷 口 委 員  今、指名されましたよね。職務代理ですね。会長の職務代理に関

して承知いたしました。よろしくお願いいたします。 

中 西 会 長  ありがとうございます。チャットで「聞こえました、ありがとう

ございます」とお伝えください。ありがとうございます。 

谷 口 委 員  そちらの声がすごく割れているので、ほぼ聞き取れていませんが、

大丈夫だと思います。 

中 西 会 長  ありがとうございます。察しがよろしくて助かります。 

谷 口 委 員  聞こえていますか。 

中 西 会 長  大丈夫です。 

 ありがとうございます。では「職務代理よろしくお願いします」

ともお伝えください。それではすみません、進めさせていただきた

いと思います。 
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 ここで傍聴者の入室を許可いたします。よろしくお願いします。 

（傍聴者入室） 

中 西 会 長  よろしいですかね。入室が済んだようですので進めたいと思いま

す。 

 それでは、本日の議題につきまして、事務局よりご報告をお願い

します。 

深 川 幹 事  それでは、本日の資料確認をさせていただきます。 

 まず、本日の次第が記載されておりますＡ４の資料をご確認いた

だけますでしょうか。 

 表面に次第、裏面に座席表の記載がございます。次に、委員名簿、

裏面に幹事名簿がございます。 

 続きまして、事前協議案件の確認です。昨年度少し会議の進め方

を工夫させていただきましたが、今年度はさらに工夫させていただ

いて、今後審議していただく案件については事前協議。また、その

他区政に広く関わることや、まちづくりに関連するようなほかの計

画等のご紹介については報告案件。そういった形で、三つのテーマ

に分けて報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、事前協議１ですけれども、Ａ３横カラーの１枚の資料とな

ってございます。続きまして、事前協議２－１と２－２がございま

す。それぞれＡ４縦カラー版１枚とＡ３横１枚の資料となってござ

います。次に、事前協議３がＡ３カラー版１枚の資料でございます。 

 続きまして、報告案件の資料の確認です。 

 まず、報告案件１が大田区基本構想概要、カラーの冊子となって

ございます。次に、報告案件２としてＡ４横のカラーの１枚の資料

となってございます。次に、報告案件３が大田区交通政策基本計画

概要書、カラーの冊子になってございます。報告案件４が右下に通

し番号４－１から４－３と記載させてもらっておりますが、Ａ４横

カラーの２枚の資料となってございます。 

 なお、報告案件１の大田区基本構想概要書のうち、左上に「貸出

用」とシールを貼らせていただいているものにつきましては、会議

後に回収いたしますので、会議終了後、机上に置いたままにしてい

ただけたらと思います。 



－- 7 -－ 

 資料は以上でございますが、過不足ございませんでしょうか。 

 なお、本審議会につきましては、ＤＸ化・ペーパーレス化の推進

を目的とし、タブレット端末を用いたペーパーレス対応を推進して

いきたいと考えております。 

 説明の中では、原則、タブレット端末に表示される資料をご確認

いただけたらと思います。このタブレット端末につきましては、事

務局のほうで操作して皆様の画面に共有されておりますので、操作

をしていただく必要がないものとなってございますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、改めましてですが、本日は事前協議案件が３件、報告

案件が４件となってございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは会長、よろしくお願いします。 

中 西 会 長  ご説明ありがとうございました。オンラインのほうがなかなか通

じないようですが、大丈夫ですか。 

 なかなか進行がうまくいかないところがありますが、進めたいと

思います。 

 それでは、本日の事前協議案件について、ご説明をお願いします。 

 （仮称）大森八景坂景観形成重点地区の追加指定等に伴う大田区

景観計画の変更（案）について、よろしくお願いします。 

西 山 幹 事  改めまして、私、まちづくり計画調整担当課長の西山と申します。

どうぞよろしくお願いします。 

 私のほうからは事前協議番号１番、（仮称）大森八景坂景観形成

重点地区の追加指定等に伴う大田区景観計画の変更（案）について、

ご説明いたします。 

 大田区では、大森駅周辺地区を都市計画マスタープラン上、中心

拠点として位置づけております。大森駅周辺地区におけるまちの魅

力のさらなる向上を目的とし、まちづくりの大きな契機を迎えてお

ります、大森駅西口周辺において、地域や事業者の皆様とともに、

良好な景観形成を行いたく、このたび、大田区景観計画の変更（案）

の骨子をまとめさせていただきました。 

 それでは画面上の資料の項番１、左上でございます。こちらをご

覧ください。 
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 大田区景観区域を大田区全域としておりまして、区の景観の特徴

を踏まえた景観形成に関する四つの基本方針を定めております。そ

して地域などの特性を生かすための三つの景観形成基準により、良

好な景観誘導を現在図っております。 

 続きまして、項番２番、検討の経緯についてご覧ください。本地

区を景観形成重点地区に追加指定する検討が始まった契機は三つで

ございます。 

 一つ目は、左側にございます大森駅周辺地区が都市計画マスター

プランや景観計画において重要な拠点であるということでございま

す。二つ目、まちづくり協議会の発足など、地元の景観まちづくり

の活発化でございます。そして三つ目は、都市計画事業の振興でご

ざいます。現在、大森駅西側の都市計画道路補助第２８号線におけ

る道路及び交通広場整備について、令和４年１月に都市計画決定、

令和６年２月に事業認可を取得いたしまして事業を開始しておりま

す。これら三つの契機を踏まえて、景観形成重点地区の指定に向け

た検討を現在始めております。 

 続きまして、右上項番３をご覧ください。これまで大田区景観審

議会での検討や、地権者等との意見交換を行ってまいりました。そ

して、「大森駅の玄関口として、地形や歴史・文化を活かした人が

主役の景観づくり」という景観形成の目標（案）を掲げ、方針や基

準の検討を現在進めております。 

 続きまして右下、項番４をご覧ください。資料でお示しのとおり、

坂や南北崖線、緑や商店街など、本地区の景観上の特徴を生かし、

魅力ある大森八景坂地区らしい景観誘導を行っていきたいと考えて

ございます。 

 続きまして、次のページの資料をご覧ください。項番５でござい

ます。 

 大森八景坂周辺地区における景観形成の概要でございます。本地

区の特徴である景観を生かすため、区域を二つにゾーニングいたし

まして、それぞれの区域の立地特性を生かし、一体的な景観誘導を

図ってまいります。 

 一つ目は、景観形成重点地区の指定でございます。範囲は池上通
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りを中心とした赤の一点鎖線で囲んだ範囲でございます。景観を特

徴づける場所や公共施設周辺等、区として重点的に景観づくりに取

り組むエリアでございます。本地区に指定し、地区独自の景観形成

の目標や基準などを定めるとともに、一定規模以上の建築行為を届

出対象行為とすることで、重点的な景観誘導を図ります。 

 そして二つ目でございますが、景観保全誘導区域の指定です。範

囲は両脇にございます青の一点鎖線で囲んだ範囲でございます。本

区域は、池上通り沿道などからの見え方に配慮し、景観形成重点地

区、先ほどのエリアと連携した景観誘導に取り組むエリアでござい

ます。景観形成重点地区の後背地として池上通り沿道などからの見

え方に配慮した景観誘導を図ってまいります。 

 続きまして右上、項番６をご覧ください。南北軸の断面イメージ

のとおり、池上通りの緩やかな上り坂や商店街、アーケードが特徴

的でヒューマンスケールな街並みが形成されております。 

 景観形成重点地区では、このような特徴を生かした景観づくりや

崖線上からの建築物、緑などの見え方に配慮した景観づくりを進め

る予定でございます。また図面下側のほうの東西軸の断面イメージ

のどおり、池上通りと並行して、崖線が位置し、崖線上は山王地区

等の住宅街となっております。景観保全誘導区域は池上通り沿道や

通りからのビル、坂、階段、そして大森駅西口広場などからの街並

みや見え方に配慮した景観の保全を誘導する予定でございます。 

 そして最後に項番７、今後のスケジュールの予定をご覧ください。

令和６年６月に地域住民への説明並びにパブリックコメントを予定

しております。また、景観法第９条第２項に基づきまして、１０月

の都市計画審議会において変更案をお示しし、委員の皆様よりご意

見をいただき、その後、景観審議会の諮問を経て、令和６年度中に、

大田区景観計画の変更を施行する予定でございます。 

 今後７月に次回の都市計画審議会が大森のＬｕｚで行われる予定

でございまして、またＬｕｚでの審議会の後、少しお時間を頂戴し

まして、改めて１０月のご意見をいただくタイミングの前に、この

街を一緒に歩いて同じものを見てイメージを膨らましていただけれ

ばというふうに考えております。 
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 なお本スケジュールについては東京都との協議により決定してお

りますが、今後、諸条件により変更となる可能性がございますので、

ご承知おきいただけますと幸いです。 

 速足でございましたが、私からの説明は以上でございます。あり

がとうございました。 

中 西 会 長  ご説明ありがとうございました。 

 それでは今のご説明につきまして、何かご質問ご意見等ありまし

たらお願いいたします。 

 谷口委員からネットであらかじめ挙がっておりますが、先にちょ

っと私から事実関係といいますか、確認だけさせてください。 

 これ事前協議ということではあるんですけれども、いわゆる都市

計画決定の案件ではなくて、景観審議会のほうに関わる案件なんだ

けれども、都市計画に関することとしてこちらも意見を聞くプロセ

スがあるということでよろしいですよね。なので、むしろ自由に物

を申し上げられることができるかなというふうに思います。 

 それから、この案件のきっかけといいますか、経緯のうちは特に

都市計画道路が大分時間がたってからようやく動くということも、

これが強力に動いているということだと思う、私は理解しています

が、そういうことでよろしいですね。ありがとうございます。 

 このような背景を持っておりますので、景観計画ではありますが

都市計画に大きく関係する案件ということで、何でもご質問いただ

ければと思います。 

 ちょっと谷口委員からですね、チャットで挙がっておりますので

一応読み上げますね。景観計画の変更の議題については、せっかく

の大森貝塚の史跡がマンションの間に埋もれてしまっていて、うま

く活用できればというところです。品川区は公園もありますが、そ

ちらも維持管理としては十分でないように思いますということで、

貝塚のことについてご指摘ありますが、これ何か事務局のほうでご

回答できることはありますか。 

西 山 幹 事  まちづくり計画調整担当課長の西山と申します。 

 ご質問いただきました大森貝塚に関しては、品川区と大田区のエ

リアにあり、その周りに関して品川区に対しても機会を捉えて何か
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働きかけできればというふうに考えておりますが、このエリア一帯

に今以上よりよい景観を誘導していきたいというふうに考えてござ

います。 

中 西 会 長  ありがとうございます。ということを後ほど谷口委員にお伝えい

ただければと思いますけれども。 

 実際大森貝塚の辺りは、何といいますか、行ってみると確かに隙

間に入っていくと、結構歴史的なものがあるということで、ちょっ

ともったいない感じは感じるところですので、うまくいい使い方を

ですね、今後検討していただければと思います。 

 それでは皆様からいかがでしょうか。 

 佐谷委員、お願いします。 

佐 谷 委 員  景観形成重点地区の景観の一つで都市計画道路の拡幅ですとか、

あともう一つ、大森駅西口広場の整備というのが関わってきている

とは思うんですが、この事業の今の進捗状況とか、今後の見通しと

いうのは何かありますでしょうか。 

須 貝 幹 事  基盤施設整備第一担当課長の須貝と申します。どうぞよろしくお

願いします。 

 ２８号線の事業の進捗についてご報告させていただきます。今年

のですね、３月の終わりに事業認可を取得しまして、今後はですね、

用地交渉のほうをさせていただきます。その上で第１回、夏頃にで

すね、説明会を開催させていただいて、その後、用地のほうを皆さ

んと交渉していただくと。並行してですね、広場のデザイン等の検

討を進めていく予定になってございます。 

佐 谷 委 員  ありがとうございます。そうすると今回の景観形成基準がこれに

よると決定が本年１０月ということになると思うんですが、基準と

の関係みたいなのは今検討されておられると思うんです。池上遺跡

との関係を検討されておられると思うんですけど、その辺は、具体

にこの事業とか、今のデザイン、西口広場のデザインとの関係みた

いなのは同時並行的にやられているということでよろしいでしょう

か。 

深 川 幹 事  都市計画課長の深川です。 

 まず用地買収にどれだけの期間がかかるというのは明確なものは
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ないんですが、区としては１０年ぐらいはかかるかなというふうに

見込んでございます。それに先立って今回の景観計画を変更してい

きますので、実際にまちの姿が変わっていくときには既に景観計画

が定まっていて、それに基づいた様々な整備ができればというふう

に考えているところです。 

佐 谷 委 員  今のは西口広場も同様ですか。１０年後ということなんでしょう

か。 

深 川 幹 事  そうですね、広場とあと池上通り沿いも含めて、全体一体で動い

ていきますので、そのぐらいの時間がかかるかと想定しております。 

佐 谷 委 員  分かりました。ありがとうございます。 

中 西 会 長  ありがとうございました。 

 三浦委員からもオンラインでチャットにですね、ご質問とかご意

見が挙がっておりますので一応読み上げておきますね。 

 オンラインで説明が聞こえないので、まだ土地勘がなく大森らし

さを伝えるコメントができず申し訳ないんですが、今後動いていき

そうな物件等に実効性あるものとするインセンティブや、坂の上、

中腹、下でのシークエンスの変化への対応が気になりますというふ

うに書いてあります。 

 これも、もしご回答できればというところですが、つまり実効性

の部分、今ご説明ありました部分に関係するかと思いますが、それ

をどう考えているかということと、あと地形を生かした部分ですね、

それについてご回答できることがあればお願いいたします。 

深 川 幹 事  都市計画課長の深川です。 

 資料の１ページ目をご覧いただきたいんですけれども、項番２の

ところ、これまでの検討の経緯というところで記載させていただい

ておりますが、今回のこの景観計画の変更ですけれども、一番最初

は地元のこういった協議会から発案されたものでございます。そう

いった地域の声を受けて、大田区のほうでもこれまで様々な協議会、

会議等を重ねてきて、本日報告させていただいているという流れが

ございますので、この景観計画を変更したことで、まちのデザイン

に強制力はないんですけれども、発議がやはり地元でありますので、

そういったことから一定程度担保のあるまちづくりができるかなと
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いうふうに期待をしているところでございます。 

 また、三浦先生からまちの様子がというお話ありましたが、次回

７月３１日の都市計画審議会は、大森駅に近い会場を今準備してご

ざいます。案件としてはこの景観の話はないんですけれども、せっ

かく大森駅の近くで会議を開きますので、会の前か後か、また改め

てご案内いたしますが、ぜひ皆様と一緒にこの大森の八景坂を歩い

て、今のまちの様子、また課題の認識、そういったことを一緒に共

有できたらと考えているところでございます。 

 私からは以上です。 

中 西 会 長  ご説明ありがとうございました。また次回楽しみな機会があると

いうことだと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかいかがでしょうか。須藤委員お願いします。 

須 藤 委 員  先ほど大森貝塚の話が出てきたと思うんですけど、大森貝塚、や

っぱりすごいここ大森というだけで、一番重要なことだと思うんで

す。ほかにも歴史的なことであったりとか、文士村の入り口であっ

たりとか、あと鎧掛松の話であったり、いろいろあると思うんです

が、今どんな歴史、この中にも、「歴史と文化を活かした景観づく

り」と書いてあって、自分も生まれ育ったところで、いっぱいある

と思うんですけど、今どんな意見が出てきていて、どんなことを考

えているのか、ちょっと具体的に、今の段階で分かっていることと

か考えていることあったらお教えください。 

西 山 幹 事  まちづくり計画調整担当課長の西山と言います。 

 この景観形成の方針といったところも、今話題にしっかり上がっ

てございまして、この中で例えば天祖神社や、この戦前に開発され

た住宅地など、こういったところも重要な資源だというふうに考え

ております。そういったところも含めて歴史・文化これらと調和し

た景観づくりというのを全体方針の中で掲げていきたいというよう

に考えてございます。 

須 藤 委 員  ありがとうございます。確かにここ、いろんな歴史を感じさせる

佇まいとかいまだに残っておりますし、あと何といっても大森貝塚

と大森駅、この関係性もありますし、大森ってやっぱり東京の中で

３番目にできた駅というのと、あと大田区には４２も駅あって、そ
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の出発点になった駅でもありますので、大田区のまちづくりと歴史、

そして鉄道というのは切っても切り離せないものだと思いますので、

その辺もちょっとご検討いただけたらと思います。要望です。 

中 西 会 長  これは要望ということでよろしいですかね。 

 ほかいかがでしょうか。お願いします。 

水 野 委 員  基本的な制度の枠組みの話で恐縮ですけれど、この景観保全誘導

区域というのはどのような位置づけの区域になるのでしょうか。ち

ょっとそこが分からなかったんで教えていただければと思います。 

西 山 幹 事  まちづくり計画調整担当課長の西山と言います。 

 景観保全誘導区域というのは一言で言いますと通常の一般的なエ

リアの基準に、さらにこの特記事項というのを追加して、先ほどメ

インで申し上げた景観形成重点地区と連携した景観誘導を図るよう

な、いわゆる重点地区の後背地として一体的な景観誘導を図るよう

な地域というふうに考えてございます。 

水 野 委 員  ごめんなさい、そうするとこの景観形成重点地区の一部という認

識でいいんですか。制度の枠組みというか、位置づけがそのような

意味合いですか。 

西 山 幹 事  位置づけとしては全く別のエリアという考え方でございます。景

観形成重点地区では、もうそのまま一つのレイヤーといいますか、

規制の一つの手法でございまして、この誘導区域というのはまた全

く別の基準となっておりますので、この包含関係にあるとか、そう

いったことではございません。 

深 川 幹 事  少し補足させていただきますと、この大森の駅前、次回見ていた

だくと分かるんですが、駅の前、池上通りというこの八景坂がある

んですけれども、これを渡ったらすぐ崖線があって、すぐ高台で階

段を上っていくような地形になっておりますので、例えばですけれ

ども、この重点地域だけ景観がよくなっても、その高台、上部のと

ころに後背地という形で住宅街が見えてきますので、そこの部分を

誘導区域という言い方で、そちらについても重点地区よりは、もう

少し緩い規制ではありますけれども、連続性のある地域ということ

で、こういった形態を考えております。 

中 西 会 長  ありがとうございます。平面だとなかなか分からないんですが、
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地形が特徴的で、その地形の上に歴史的なものも盛るということで、

このようになっている面があるかと思います。ありがとうございま

す。 

 ほかにいかがでしょうか。そろそろよろしいですかね。 

 それではご質問等出たかなと思いますので、これにつきましては

事前の協議ということで、これで終わりということでよろしいです

ね。ありがとうございました。 

 それでは続いてまいりたいと思います。次は同じく事前協議案件

ですが、２件目と３件目になります。 

 これについては建築基準法第５１条ただし書の規定に基づく許可

に関連するものということで、相互に関連があるということだそう

です。そこで２件同時に協議をしたいというふうに思います。 

 城南島二丁目の案件と京浜島二丁目の案件ですね。これについて

ご説明をよろしくお願いします。 

大 塚 幹 事  建築審査課長の大塚と申します。私からは事前協議２、３、続け

て説明させていただきます。着座にて説明させていただきます。 

 事前協議２及び３号はいずれも建築基準法第５１条ただし書の規

定に基づく廃棄物処理施設の建築許可に関するものでございまして、

次回の大田区都市計画審議会におきまして、付議させていただく予

定の案件でございます。今回は事前協議といたしまして、法の趣旨、

許可申請施設の概要等についてご説明をさせていただきます。 

 初めに事前協議資料２－１をご覧ください。上から順に説明をさ

せていただきます。 

 建築基準法第５１条ただし書についてでございます。一定規模以

上の廃棄物処理施設については、都市において必要な施設である一

方、周辺環境に与える影響が大きい施設の一つでございまして、建

築基準法第５１条では、都市計画区域内では、都市計画においてそ

の位置が決定しているものでなければ、新築または増築してはなら

ないとされております。 

 一方で５１条にはただし書の規定がございまして、都市計画審議

会の議を経て、その敷地の位置が、都市計画上支障がないと認めて

許可する場合、また政令第１３０条の２の３で定める小規模な範囲
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内での建築の場合は、都市計画決定で位置を定めずに建築が可能と

なっております。 

 都市計画で定めた施設の大田区での例としましては、城南島リサ

イクル施設や大田市場それから京浜島と下丸子にございますごみ焼

却場、臨海部広域斎場といった恒久的、広域施設がございます。こ

れから説明させていただきます２件につきましては、処理能力が日

量５トン以上のごみ処理施設に該当する計画ではございますが、現

に存する民間廃棄物処理施設の増設計画でございまして、都市計画

決定で位置を定めるような公共的な施設でもなく、恒久的かつ広域

的処理を行うものでもないことから、５１条ただし書により、本都

市計画審議会にて、都市計画上の支障の有無についてご意見を伺い

ながら、建築許可の是非を判断するものでございます。 

 続きまして中段、一般廃棄物についてでございます。一般廃棄物

についてですが、廃棄物処理及び清掃に関する法律、廃掃法と省略

させていただきますけれども、廃棄物は大きく事業活動に伴って生

じた廃棄物のうち、廃掃法によりその種類が定められている産業廃

棄物とそれ以外の一般廃棄物に分類されております。一般廃棄物は

家庭ごみと事業系ごみに分類されまして、今回の対象施設は主に地

方公共団体が収集回収する一般廃棄物を扱う施設として申請がなさ

れたものでございます。 

 大田区における５１条ただし書について産業廃棄物処理施設は東

京都が、一般廃棄物処理施設は大田区が所管となります。また、廃

棄物処理を行うための東京都の設置許可も必要で、そちらの状況も

確認しながら、許可の是非の判断を行ってまいります。 

 続きまして下段の背景でございます。社会情勢の変化による国内

におけるプラスチック資源循環を促進する重要性の高まりを受けま

して、プラスチックに関わる資源循環の促進等に関する法律が令和

４年４月に施行されております。これによりプラスチックの資源循

環の取組を進める必要が出てきており、地方公共団体においても、

プラスチックを資源として回収する取組が徐々に広がっている状況

でございます。今回の施設はいずれも廃プラスチックの中間処理を

行う施設として申請がなされたものでございます。 
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 それでは、事前協議２－２の資料を説明させていただきます。申

請がなされた施設の計画概要でございます。 

 初めに城南島二丁目の施設から説明させていただきます。 

 本件敷地は城南島二丁目８番１号に位置しております。事業主体

である株式会社要興業は平成２２年に本敷地に小規模処理施設とし

て建築され、城南島リサイクルセンターとして稼働しているもので

ございます。 

 産業廃棄物の処理とともに、一部一般廃棄物の処理を行っており

ます。こちらの工場はプラスチック新法による自治体から発生する

廃プラスチックの処理需要に対応すべく、既存施設の機械の一部の

入替えを行いまして、既存施設の処理能力を増量するものでござい

ます。令和６年１１月の稼働を目標に、次回都市計画審議会にて議

案審議をいただく予定でございます。 

 右側５番の処理施設の概要をご覧ください。一般廃棄物処理施設

としては、容器包装リサイクルプラスチック、ペットボトルの選別、

圧縮梱包、保管を行う施設として、現在日量３.５２トンのところ、

１４.４８トンまで処理能力を上げる計画となっておりまして、約

２４台の搬出入車両が増加する見込みの計画となっております。 

 環境配慮事項について７番の記載のとおりでございます。設置許

可を行う東京都と協議しながら、生活環境影響調査を行っておりま

して、特段の影響のない旨、報告を受けてございます。また、近隣

への説明も実施済みで、反対意見等はなかったという報告を受けて

いるところでございます。 

 続きまして、京浜島の施設について説明させていただきます。お

手元の事前協議資料３をご覧ください。 

 本件敷地は京浜島二丁目１９番９号に位置しております。事業主

体である東港金属株式会社は、昭和５４年に京浜島に移転しまして

現在、第１から第６ヤードにて産業廃棄物処理施設、産廃保管施設

等を稼働しているところでございます。 

 なお第１ヤードにつきましては、平成１５年に産業廃棄物処理施

設として５１条のただし書許可を受けているものでございます。 

 今回の申請地は赤く囲ってある第七ヤードのところになります。
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東港金属所有地で賃貸借により他業者が一般廃棄物処理施設を設置

していたところですけれども、借りていた事業者が撤退することに

なったため、その土地に第７ヤードとして、東港金属が新たに一般

廃棄物処理施設を設置する計画でございます。 

 当該処理施設も事前協議２の施設同様、プラスチック新法による

自治体からの発生する廃プラスチックの処理需要に対応すべく、施

設設置を計画するものでございまして、こちらは令和７年４月の施

設稼働を目標としており、次回都市計画審議会にて議案審議をいた

だく予定でございます。 

 右側５番、処理施設の概要をご覧ください。一般廃棄物処理施設

としては、こちらも容器包装リサイクルプラスチック、ペットボト

ルの選別、圧縮、梱包を行う施設として、こちら日量３２トンの処

理施設を設置する計画となっておりまして、約３５台の搬出入車両

が増加する見込みの計画となっております。 

 環境配慮事項につきましては７番の記載のとおりでございまして、

こちらも設置許可を行う東京都と協議しながら、生活環境影響調査

を行っておりまして、特段の影響のない旨、報告を受けております。

また、近隣への説明も実施済みで、反対意見等はなかったと報告を

受けております。 

 こちらについては次回、もう少し詳しい資料でご説明をさせてい

ただきますけれども、今回事前協議ということで私からの説明は以

上となります。 

中 西 会 長  ご説明ありがとうございました。よろしいですね。 

 それでは今のご説明につきまして、何かご質問等はございますで

しょうか。 

 論点整理しますと、この案件は本来の規定であれば都市計画決定

が必要というふうに感じられるのですが、状況等を鑑みて、建築基

準法ただし書という少し軽いプロセスで認めてよいかというのが一

点、そもそもこの場所にこのような施設が立地することを是とする

かということが２点目かなと思います。是としてよさそうな理由と

いうのはいろいろご説明があったところかなと思いますけれども、

今回は事前協議ということですので気になることは何でも聞いてい
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ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。ありますか。須藤委員、ご意見がありそうです

のでお願いします。 

須 藤 委 員  ちょっとこの場で聞くべきなのか分からないんですけど、結構こ

の城南島のこの辺って自分の知っている限りで、産業廃棄物の火災

や何かが多発しているというのがちょっと気になるんですけど、そ

の辺の対策とか、そういうのを懸念する声というのは上がっている

のでしょうか。もし分かりましたら教えてください。 

大 塚 幹 事  建築審査課長、大塚でございます。 

 この地区、連合会も含めてですね、大変防災に対しては興味・関

心の高い地域というふうに伺っております。ですので、区と連携し

ながらいろいろとご意見等も聞いて、地域の防災力というのを高め

ていく必要があるかとは思います。しかし、今回の案件については

ですね、火を使うようなものということではなくてですね、圧縮そ

れから裁断とか、そういった施設ということを伺っておりますので、

特にこれがあることによって危険性が高まるということではないか

というふうに思っております。 

須 藤 委 員  分かりました。 

中 西 会 長  ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。田島委員、お願いします。 

田 島 委 員  すみません、ちょっとそもそものお話のところをお伺いしたいん

ですけれども、こういった島部のところの経緯として、この内陸部

で操業するにはいろいろな差し障りがあった工場などが移転してい

ったというような背景があったかなというふうにちょっと記憶して

いるんですけれども、ただ最近はこういった形でこの廃棄物の処理

施設が増えてきているというところは、これは工場が要らなくなっ

たのか、それとも産業構造の変化によってそういったところにこう

いった処理施設が造られるようになっているのか。特に廃棄物処理

施設の設置が工場の建設を圧迫していないのかどうか、そういった

ところをちょっとお伺いしたいと思います。 

大 塚 幹 事  建築審査課長です。 

 委員のおっしゃるようにですね、大田区としましてはものづくり



－- 20 -－ 

中心に当然のことながら進んでいる区でございまして、都市計画マ

スタープラン、それから臨海ビジョンでもこの地域はですね、もの

づくりを中心に、様々な産業、先端企業等を含めながらですね、発

展していこうというような地域に指定しております。 

 産業振興ビジョンでもですね、ものづくりを大切にするというよ

うな位置づけの中で進んでいるところではございますけれども、今

現在ですね、こちらにはただし書等を使わないでも立てられるよう

な、こういった処理施設が立地している現状があります。あと物流

施設等も多くなっているというところがあります。 

 今回の施設に関して言えばですね、それなりに長い期間こちらで

操業されているところがいろんな背景をもとに施設を増強するとい

う計画でございます。いろんな意味で、確かに非常に工業専用地域

で、こういった業種が入り込みやすい部分ではございますけれども、

今のところ新たにということではなくてですね、今ある事業者さん

の増強施設ということで、今回許可申請を受け付けているというと

ころでございます。 

中 西 会 長  ありがとうございます。お願いします。 

川 野 幹 事  すみません、補足で。城南島につきましては、東京都のスーパー

エコタウン事業の指定がございまして、これにつきましては資源循

環型の社会というふうに今言われておりますけれども、これを推進

する目的として、東京都の臨海部の保有地については、民間事業者

等が主体となって、廃棄物の処理とかリサイクルの施設の整備を今

進めているところでございます。そういう中で、この城南島のほう

はですね、一部こういったエコ的な土地利用がされております。 

 一方ですね、今、田島委員からお話があった京浜島のほうはです

ね、本来はできるだけ物づくりで誘導したいところなんですけど、

どうしても工場の跡にですね、進出してくるところが産廃業者が結

構多いんですよ。ただそれを全否定しているわけではなくて、この

京浜島と城南島と昭和島については、３島連絡会というのがありま

して、区とのですね、いろんな情報交換をしながら、情報等も聞き

ながら、どういった形で土地利用をしていったらいいかというのも、

適時ですね、意見交換をしている中で、特に京浜島についてはそう
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いったその新たな産廃業者を誘導するよりも、できるだけ区として

はものづくりを誘導したいという思いがあって、その辺については

組合の皆さんと情報共有しながら、土地誘導を進めているところで

ございます。なかなか難しい課題ではあるんですけど、そういった

状況であることはご理解いただければありがたいです。 

 今回については既にあるリサイクルも大事な産業なんですけど、

その拡張ということで、どうしてもこれはこれからの環境問題を解

決するために必要な施設として区としては捉えているところでござ

います。 

中 西 会 長  よろしいですか。ありがとうございます。社会的な動向などもあ

りますので実際難しいことですし、実際環境に対応するというのは、

それはそれで社会的な課題の対応ということですので、必要な施設

というふうに認識できるかなということだと思います。 

 ほかいかがでしょうか。峯委員、お願いします。マイクを持って

いっていただけますか。 

峯   委 員  ありがとうございます。この廃棄物処理というのは、やはりすご

く大切な課題で、放っておくと熱海で崩落事故があったような、あ

あいうようなことにつながってしまうので、大田区の廃棄物の処理

というものを担っていく上で、これらの施設、すごく処理能力が拡

張されるというふうに今おっしゃっていましたけれども、今この大

田区のこの処理能力ということに関してはですね、いっぱいいっぱ

いなのか、それとも割と余裕があるのか、この辺をちょっと伺いた

いなと思うんですけれども。これができることで、さらに余裕が生

まれてくるかというところですね。 

深 川 幹 事  都市計画課長の深川です。 

 処理能力という点で考えたときに、今ですね、大田区のほうでも、

例えば家庭から出る廃プラスチック、食品トレーというようなああ

いったものの分別なども取り組んでおりますので、そういったとこ

ろからいくと、処理能力に決して余裕がある状況ではございません。

今足りないというところまではいっていないんですが、今後しっか

り分別をして、マテリアルリサイクルであったりですとか、燃やす

けではない様々なリサイクル、資源として使うとか、そういったこ
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とを考えていく中では今後、能力の増強というのは必要だというふ

うに考えております。 

中 西 会 長  よろしいですか。法律の改正などもそれを後押しするんじゃない

かということが見込みとしてあるということですよね。ありがとう

ございます。 

 そうしましたらチャットのほうに三浦委員から質問といいますか、

コメントが挙がっていますので読みましょう。 

 ７に関連して廃プラリサイクルに当たり、その方法によってはマ

イクロプラスチックが出てくる可能性があるので、その最終設備を

備えているか、内部の排水についてもだけど、接道部分についても

配慮していただきたいという、ご指摘とある種の外部不経済を押さ

えてほしいというリクエストかと思いますが、この点、回答をお願

いします。 

大 塚 幹 事  建築審査課長です。 

 こちらについてはですね、改めまして事業者さんのほうにも確認

をさせていただいて、次回の審議会に説明できるようにさせていた

だきたいと思います。 

中 西 会 長  ありがとうございます。外部経済を押さえるというのは重要な役

割ですので、ぜひ確認をお願いします。 

 そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

 この案件につきましてはただし書の許可のほうが望ましかろうと

いうようなことかと思いますのと、基本的には社会的に必要なもの

の増強ということで、確認した上で次回の議論とさせていただきま

すが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

中 西 会 長  ありがとうございました。それでは本案件については、以上とし

たいと思います。ありがとうございました。 

 それでは、次の案件に参りたいと思います。これからは報告案件

ということになります。 

 報告関係、まず基本構想についてご説明をお願いしてよろしいで

しょうか。 

須 田 幹 事  お世話になっております。大田区企画経営部企画調整担当課長の
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須田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。着座にて失

礼いたします。 

 私からは新たに策定いたしました大田区基本構想について、ご報

告をさせていただきます。資料こちら、お手元の水色の冊子、大田

区基本構想と書いてあるものでございます。画面にも映してありま

すので、ご覧いただければと思います。 

 こちらの基本構想でございますが、２０４０年頃の大田区の目指

すべき将来像を定め、今後のまちづくりの方向性を明らかにした区

の最上位の指針でございます。 

 大田区政始まって以来、昭和２２年に大田区が誕生して以来、７

７年余たっておりますが基本構想を策定したというのは今回が僅か

３回目でございます。初代が昭和５７年、２回目が平成２０年、そ

して令和６年の今回で３回目となってございます。 

 こちら区職員の目標だけではなくて、大田区に関わる全ての方々

の共通の目標という位置づけで策定したものでございます。アンケ

ート調査等により区民の皆様からご意見をいただいたり、また、大

田区基本構想審議会から諮問させていただいて、答申をいただいた

上で、本年の３月区議会での議決をいただきまして、策定、公表に

至りました。 

 最上位指針として区が策定するあらゆる計画、指針、この上位に

位置づけているものがこの基本構想でございまして、区はこの基本

構想を実現するための手段として、今年度中に基本計画という区の

中軸となる計画を策定する予定でございます。 

 基本計画の策定に当たりましては都市計画マスタープランと内容

をしっかりと連携、整合させてつくってまいりたいと考えてござい

ます。 

 では基本構想の中身についてご説明を順次してまいります。 

 まず基本理念について、８ページ、９ページに基本理念が記載し

てございます。こちら基本理念は、基本構想の全体を貫く基本的な

考え方として３点挙げたものでございます。 

 一つ目が地域力を高めるでございます。前回の基本構想でも将来

像として掲げていた重要なキーワードである地域力、これを一層高
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めていくという理念でございます。 

 二つ目が多様な個性が輝くで、自分らしく活躍できるまちをつく

るという理念でございます。 

 三つ目が豊かなまちを未来へつなげるでございます。区の歴史文

化等、将来世代にしっかりと引き継いでいくという持続的発展を意

図した理念でございます。 

 続いて１０ページ、１１ページに将来像を記載してございます。

こちらが２０４０年頃の大田区のあるべき姿を一言で表した将来像

でございまして、「心やすらぎ 未来へはばたく笑顔のまち 大田

区」でございます。 

 前回の基本構想の将来像が「地域力が区民の暮らしを支え、未来

へ躍動する国際都市おおた」でございましたので、「心やすらぎ」

ですとか、「笑顔のまち」ということで、新たなキーワードが今回

の基本構想で加わっております。 

 続きまして、基本目標でございます。１２ページ以降で記載して

ございます。この将来像、四つの分野に具体化したものが基本目標

でございます。四つ順次ご説明いたします。 

 一つ目が、「未来を創り出すこどもたちが夢と希望をもって健や

かに育つまち」でございます。前回の基本構想では子供のみに着目

した基本目標はございませんでしたが、今回、子供に関する基本目

標を独立させまして、一丁目一番地に掲げたことが大きな特徴とな

ってございます。 

 続いて１４ページでございます。二つ目の基本目標「文化を伝え

育み 誰もが笑顔でいきいきと暮らすまち」です。こちらスポーツ、

健康、福祉、文化、芸術学び等を通じて、笑顔で生き生きと暮らす

ことができるまちを目指すという基本目標でございます。 

 そして１６ページでございます。三つ目が、産業環境分野で「豊

かな環境と産業の活力で持続的に発展するまち」でございます。こ

れも前回の基本構想では、環境と産業、別々の基本目標に掲げてお

りましたが、今回の構想では、同一の目標で扱って区民の暮らしの

基盤である環境が守られた上で、産業が持続的に発展、成長するこ

との重要性を踏まえ、環境と産業の両立を目指すという目標として
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ございます。 

 続いて１８ページでございます。こちらが四つ目、「安全・安心

で活気とやすらぎある快適なまち」でございます。こちらの基本目

標が防災、またハード系のまちづくりを中心とした目標でございま

す。 

 それでは目指すべきまちの姿を六つ掲げてございますので、それ

ぞれご説明いたします。 

 一つ目が耐震化、不燃化、無電柱化など強靭な都市基盤と整備と

地域の連携による安心の確保を目指す姿として掲げております。 

 二つ目が交通ネットワークの整備により利便性を高めていくこと。 

 三つ目が鉄道駅を中心に、地域特性を生かした活気あるまちづく

りをしていくとともに、空港を擁する自治体として、特徴を生かし

て、にぎわいと交流を生み出していくこと。 

 四つ目に住環境の整備。 

 五つ目に、アンケートで子供たちから公園というキーワードを多

くいただいたことを踏まえまして、特徴のある公園を充実していく

ということ。 

 最後六つ目に、身近な場所に水と緑があって、気軽に触れ合うこ

とができる、安らぎを感じられるまちの姿を描いてございます。 

 以上、基本構想では四つの基本目標及び将来像を掲げました。今

後基本計画、実施計画を策定して、これらを実現するための体系を

整理してまいります。区として区の行政計画でつくってまいります

が、また皆さんからもご意見を多数いただいて、実効性のある計画

をつくってまいりたいと考えておりますので、皆様のご理解、ご協

力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 私からは以上でございます。 

中 西 会 長  ご説明ありがとうございました。 

 それでは本件、大田区の基本構想につきまして何かご質問等ござ

いますでしょうか。よろしいですか。 

 基本構想は言わずと知れた自治体にとっては最上位の方針であり、

重要なビジョンということで、基本構想のその下で、これを実現す

るための部門別計画として動いていくということになりますので、
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これをちゃんと意識した都市計画の運用というのが大事になってく

るということで報告いただいているということです。 

 あとよく見ますと結構公園とか、今後の都市施設の整備にも結構

重要なキーワードが入っておりますので、意外と直接的にも影響し

てきそうだというところです。そのように読んでいただければと思

います。 

 何かご質問、コメント等でもよろしいんですか。いかがですか。

よろしいですか。 

 それではご報告いただきましたということで、本件については以

上ということにしたいと思います。ありがとうございました。 

 それでは２件目の報告案件について進めたいと思います。 

 高台まちづくり基本方針策定について、ご説明をよろしくお願い

します。 

深 川 幹 事  都市計画課長の深川です。 

 私から高台まちづくり基本方針策定について説明させていただき

ます。 

 区では、今年度末を目標に、この方針策定に向けて現在取り組ん

でいるところでございます。それでは資料をご覧いただけますでし

ょうか。 

 １の背景、大田区の現状でございます。国は令和２年１月に災害

に強い首都の形成ビジョンというものを取りまとめております。ま

た、東京都は令和４年に東京強靱化プロジェクト、こちらを策定し

てございます。一方大田区では、令和４年３月に改定しました大田

区都市計画マスタープランで、減災都市を目指した都市づくりを進

め、治水対策による、現在都市づくりの必要性、これを掲げている

ところでございます。 

 この１の項番のところの右側、ハザードマップと、あと多摩川流

域の地図を載せております。小さくて恐縮ですけれども、今回の検

討に当たりましては、まず、大田区内全域を対象として考えていこ

うとしております。その中で、浸水想定区域、ハザードマップです

ね、こちらで示されている多摩川が決壊した場合や、また呑川、内

川などの内水氾濫、そういった全ての浸水想定区域を対象として、
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基本はまず通常の避難をしていただくことが最優先ではあるんです

けれども、万が一逃げ遅れた場合や、どうしても避難ができないと

か、そういった状況のときに、１人でも多くの命を救うという考え

の下、垂直避難や高台へ避難する、そういった方針を掲げていきた

いと思っております。 

 また多摩川につきましては、この青い地図は、国土交通省が示し

た地図なんですけれども、この中で高規格堤防が必要とされている

ところは、多摩川大橋から下流側、ちょうど第二京浜の橋のところ

なんですけれども、今回の検討に当たりましてはそれだけではなく、

その上流の大田区全域ですね、田園調布にかけてのエリア、そちら

のほうも対象として検討してまいります。 

 次に項番２の「高台まちづくりとは」というところをご覧いただ

けますでしょうか。今後検討に当たりましては、短期、中期、長期

とそれぞれの対策を具体的に検討していきたいと思っております。

長期といいますと、高規格堤防を造ることを想定しておりまして、

こちらですと高さ５メートルの堤防を造る場合には、勾配が３０分

の１になりますので、堤防のちょうど真上のところから約１５０メ

ートルの範囲が対象となり、関係地権者等が非常に多くなりますの

で、１００年かかる、２００年かかる、そういった壮大な事業にな

ると考えております。 

 一方で、それまでの間の浸水等に対してしっかり区民の生命、財

産を守っていくためには、短期で例えばですけれども、高層の建物

に垂直避難をするですとか、あと中期的には建物群、複数の建物を

２階や３階のレベルでデッキで結んで、垂直避難と合わせて、そこ

から横へ避難できるような、そういったことを計画していきたいと

考えております。 

 その資料の下側、赤、青、緑で書いているものが今お話ししたも

のの簡単なイメージ図となっております。ご覧いただけたらと思い

ます。 

 項番３の基本構成ですけれども、今お話ししたような短期、中期、

長期、それぞれの視点で検討していくんですけれども、まずは浸水

想定区域にどのぐらいの区民がいて、その中で避難所に行くであろ
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う方、また建物に残る方や取り残される方がどのぐらいの人数いて、

現状、その中で浸水高よりももっと高い部分、例えばマンションの

上階に住んでいる方ですとかを差し引いたりしながら、あくまで推

計にはなりますけれども、何人の方が高台避難する場所が必要なの

か、それにはどのぐらいの面積であったり施設数が必要なのか、そ

ういったものをしっかり出して、当然そこには備蓄の話も出てまい

りますので、そういったことも検討してまいります。 

 項番４の策定の進め方ですけれども、ここには特に記載はないん

ですけれども、今１２月頃にパブリックコメントを想定してござい

ます。 

 また５の検討体制につきましては、今回、単年度でこの方針を立

てていきたいという中で、協議会という形ですと、なかなか会議が

開けなかったりですとか、やはりスピードにちょっと難があります

ので、庁内の検討会を中心に進めさせていただきたいと考えており

ます。 

 この資料の中の青い囲みの中が部長級の会議、その下、緑であり

ますけれども、実際には課長級での会議を中心にしっかり検討を重

ねて行きながら、部局横断で私のいる都市計画課だけではなくて、

例えば公共施設を持っている学校であったり、福祉の部門とか保育

とか様々ありますけれども、防災はもちろんですが、そういった関

係部局としっかり連携をしながら検討を進めていきたいと思います。 

 その中で先ほど言ったパブリックコメントで意見をしっかり集め

たりですとか、学識経験者と書いていますが、こちら東京都立大学

の市古太郎教授にお願いしているんですけれども、防災等の都市計

画に明るい先生でございますので、その方とも意見交換を既に始め

ておりますが、アドバイスをいただきながら、しっかり進めていき

たいと思います。 

 また、今年度からこの都市計画審議会の進め方を改善したと私、

今日も２回３回繰り返しお伝えしていますけれども、やはり今の場

もそうですし、今後も素案がまとまった段階や、最終的に計画案が

まとまったとき、そういったときには節目節目としまして、こちら

の都市計画審議会でも報告をして、ご意見をいただきながら進めて
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いきたいと思っております。 

 私からの説明は以上となります。 

中 西 会 長  ご説明ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご報告につきまして何かご質問等あります

でしょうか。これについては谷口委員が音声が改善して、音声で質

問できればということだそうですが、聞こえていますか、大丈夫で

すか。 

 谷口委員お願いします。 

谷 口 委 員  ありがとうございます。音声が復活いたしまして、よく聞こえる

ようになりました。こちらの声は聞こえておりますでしょうか。 

中 西 会 長  はい、大丈夫です。お願いします。 

谷 口 委 員  ありがとうございます。報告資料２について、ぜひ急いで積極的

に進めていただければということのお願いで、市古先生がいてくだ

さるということなんで、大丈夫だろうとは思うんですけれども、一

応気になったことのコメントとして、この右上のハザードマップが

ちょっと小さくて見えづらいんですけれども、これをネットで拡大

してみますとですね、雑色とか鵜の木とかの多摩川沿いが３メート

ル以上の２階も浸水進出するという想定になっていて、かなり被害

が出そうなところなんですね。だから、そういうところを重点的に

先に手を打たれるようなことをちゃんとされているかどうかという

ことが一点で、人口密集地帯なので、取りあえずはお話になられた

ような、建物群を活用しながら柔軟に逃げられるような仕組みとい

うのを入れないといけないと思うんですけれども、その建物群を対

象とした高台まちづくりを考える場合に、建物群というのは民間の

いろんなビルであったりするので、例えば夜間とかが入れないよう

になっているとか、鍵をどこかに取りに行かないと上の階に上がれ

ないとかですね、そういうふうな運用の面でなかなか難しいところ

があると思うんですけれども、そういうところも含めてご対応をお

願いしたい。 

 人数が人口密集地帯で、さばかないといけない人が多いところな

ので、丼勘定でもいいので、早めにどこにどれぐらいのスペースが

いるのかということの算出をお願いしたいというのがお願いです。 
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 以上です。 

中 西 会 長  ありがとうございます。ただいまリクエストですが、ご回答があ

ればお願いします。 

深 川 幹 事  都市計画課長の深川です。ご意見ありがとうございます。 

 私たちもまさにそこが課題だと思っていまして、まずは早急にこ

の必要人数というか、求められる数、それを出しながら、また、で

きるところからやるという観点もあるんですけれども、そうではな

くて、やはり効果の高いところ、どこを先にやるというより効果が

あるのか、そういったところも検討していきたいと思っています。 

 また、区内一部ですけれども、鵜の木のエリアですとか矢口の一

部ですが、既に高規格堤防ができているところもございますので、

そういったところとの連続性ですとか、あと、ちょっと話がそれる

かもしれないのですが、京浜河川事務所、国土交通省ですね。あと

また東京都のこの高台まちづくりに取り組んでいる部署とも既に定

期的な会合は昨年度から進めておりまして、その中で、大田区の施

設だけで取り組むのではなくて、国の施設やまた都のポンプ場や都

営住宅、また高規格堤防を造るに当たっては大量の土砂が必要にな

りますので、もしタイミング合えばという前提条件はつくんですが、

多摩川のしゅんせつに合わせてできないのかとか、そういった議論

もしております。 

 また民間施設の活用につきましては、今、片手で数えるほどしか

ないんですけれども、まちづくり条例の協議の中で地域貢献という

形で、実際に垂直避難をするための外部階段と屋上にはなるんです

けれども、空間を地域に開放したり、備蓄をしてくれている建物も

ありますので、そういったところも検討していきたいと思います。 

 また併せて、今の国の既存の制度で本当に行けるのかどうか。ま

た新たな法律改正になるのか、制度を国に求めるのか、これからの

検討になりますけれども、そういったところもしっかり区として要

求すべきものはしながら、命に関わることですので、ただただやる

のではなく、当然スピードを持って、今の枠組みにないのであれば、

しっかり提案して、新しい取組をできるように、正直大変な事業で

はあるんですけれども、これが非常に効果があってやりがいのある
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仕事ではありますので、そこは力強く推進していきたいと考えてお

ります。 

 ちょっと長くなりましたが、以上です。 

谷 口 委 員  よろしくお願いします。ありがとうございます。 

中 西 会 長  よろしいですね。ありがとうございます。ちょっとオンラインで

やり取りできてよかったです。 

 それに十分いろんな手だては常に考えられていらっしゃるという

ことで、要するにまさに区民の生命、財産を守る重要なもので、何

をどういう順番でやれば、いい意味で効率よく生命、財産を守れる

かということかと思いますので、引き続きそのように進めていただ

ければと思います。 

 ほかに何か、この件についてご質問等ありますか。 

 須藤委員お願いします。 

須 藤 委 員  ありがとうございます。基本的に２点あるんで、まず１点目は基

本的に水平の避難じゃなくて、垂直の避難を前提とした避難として、

そういう避難しなくてもいいように、まずは高規格堤防を造って、

外水には強いようなまちにするということだと思うんですけど、そ

れについてと、２点目があるんですけど、高規格堤防を造ったとき

に、今度は内水氾濫に対しては多分弱いと思うんですよ。それで先

ほど、ポンプ場の設置という話が出たのかもしれないんですけど、

その辺をちょっと教えていただけたらと思います。 

深 川 幹 事  まず一つ目の垂直避難前提かということなんですけれども、すみ

ません、これは前提ではなくて、マイタイムラインを活用した避難

が前提になります。しっかりそれをやっていただいた上で、それで

も取り残されるとか、避難ができない方、そういった方を守るため

に、次の手だてとして垂直避難できる施設をしっかり整備していき

たいと、そういうふうに考えております。 

 あともう一つ、すみません、何でしたか。 

須 藤 委 員  内水氾濫についてです。 

深 川 幹 事  内水氾濫と高規格堤防、霞堤ではないので、いろいろ難しい課題

はあるんですけれども、そもそも多摩川が氾濫することでの浸水が

非常にリスクが高い状況でございますので、そこをしっかりやりつ
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つ、内水についても東京都と国と協議しながら進めていきたいと思

います。また下水道の冠水なども大分整備されつつありますので、

そういったところもしっかり状況を把握しながら進めていきたいと

思っております。 

須 藤 委 員  この排水するというのがいかに大事かというのが、私も高知県な

どいろいろ見てきて知りました。ポンプ場を設置することによって

低地のところで水を出すというのが大事で、また、そのポンプ機能

が発揮できなかったことを想定した避難活動というソフト的なとこ

ろを合わせてやっていくことが必要です。去年も静岡県沼津市のほ

うでポンプが機能しなくて、病院が水につかってしまったという事

例がありました。沼津でそういうケースもあったので、ポンプも大

事だし、そういう機能しなかったことを前提にした避難のソフト的

というのも一緒に考えていかなきゃいけないのかなと。例えばこう

いう高台まちづくりであったとしても、というのをちょっと考えま

す。要望です。 

中 西 会 長  ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。よろしいですね。 

 重要な事項ということで引き続き進めていただければということ

にしたいと思います。本件はよろしいですかね。ありがとうござい

ました。 

 それでは、次の報告案件に進めたいと思います。 

 ３件目の報告案件ということで、大田区交通政策基本計画の中間

見直しについて、ご説明をよろしくお願いします。 

戸 塚 幹 事  公共交通臨海部担当課長の戸塚でございます。よろしくお願いい

たします。着座にて失礼いたします。 

 私からは交通政策基本計画の中間見直しについて、ご説明させて

いただきます。お手元に概要版をですね、お配りしておりますので、

そちらをご覧ください。 

 まず１ページ目、計画と背景と目的でございます。交通政策基本

法がですね、平成２５年１２月に施行され、地方公共団体は、交通

に関する施策のまちづくりの観点から、総合的、計画的に実施する

ことが求められており、区はこの交通政策基本計画を平成３０年に
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策定いたしました。本計画は５年に一度中間見直しをすることとし

ており、今回はその中間見直しに伴い改定を行ったものでございま

す。 

 本計画の位置づけについては、上位計画に大田区基本構想、大田

区基本計画、大田区都市計画マスタープランに準拠し、おおた都市

づくりビジョンと整合を図るとともに、各関係計画や関係事業と整

合した大田区の交通に関わる基本的、総合的な計画としております。 

 ２ページをご覧ください。本計画の狙いといたしましては、行政

や交通事業者のみならず、様々な関係者が連携・協力しながら取組

を進めることを目指しております。目標年次は令和１０年としてお

りますが、これに縛られず、あるべき姿を想定して取組を進めてま

いります。 

 次に３ページをご覧ください。施策の理念と目標でございますが、

「暮らし」「都市の活力」「環境」をキーワードに、三つの目標を

設定しております。中間見直しによる目標の変更は、今回ございま

せん。 

 次に６ページをご覧ください。新型コロナウイルスの感染拡大を

はじめとする、当初計画策定後の社会情勢等の変化を記載しており

ます。 

 次に右側の７ページをご覧ください。社会情勢等の変化を踏まえ、

交通に関わる新たな技術やサービスへの対応や、公共交通の乗務員

減少等を踏まえた基本的な機能、サービスとサービスの維持・確保

への対応など、中間見直しの四つの視点を示しております。 

 次に８ページをご覧ください。こちらはですね、施策の体系を記

載しております。左側には基本方針と施策の方向性をお示しし、右

側には基本的な施策を示しております。基本方針は踏襲しながらも、

変化のあった項目は赤字で修正、追加しております。青字は基本的

な施策の内容を修正したものでございます。また基本的な施策につ

いては中間見直しの視点との関係を分かりやすく理解するために、

番号のほうにですね、マーカーで色づけしております。緑、青、赤、

紫という形で、緑色がコロナ、水色が交通に関わる技術やサービス

というところ、オレンジ色は高齢社会の進展や公共交通の減少等を
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踏まえたところ、または紫色については災害の激甚化・頻発化など

のですね、対応が分かりやすく理解できるようにしてございます。 

 こちらの概要版にはございませんが、本件には各施策の方向性ご

とにですね、背景と方向性や基本的な施策に関する具体的な取組を

記載し、着実な推進が図れるようにしております。 

 私からの説明は以上となります。 

中 西 会 長  ありがとうございました。 

 それでは本件につきまして、ご質問等あればよろしくお願いしま

す。谷口先生も、もしあればご発言ください。いかがでしょうか。

よろしいですか。 

谷 口 委 員  谷口ですがよろしいでしょうか。 

中 西 会 長  お願いします。 

谷 口 委 員  よくできていると思うのですけど、広域交通とかもちゃんと押さ

えられていると思うんですが、先ほどの報告資料１の大田区基本構

想の資料の２５ページです。大人の今の大田区のまちの姿で、交通

の利便性がよいまちが７３.９％ということで、大人は公共交通と

いうか、交通の利便性を一番見ているということなんですけれども、

日常生活としての交通の利便性みたいなものが若干印象として薄い

資料だなというふうな印象を受けたということですね。 

 世界とコミュニティをつなぐというのは切り口としては、とても

いいと思うんですけれども、中に住んでいる人が今以上に満足度が

高まるような公共交通とか、足の確保というのがどうできるのかと

いうのが若干ちょっと見えない、そんな印象を持ちました。 

 資料としてはよくできていると思います。コメントなので特にお

答えは結構です。 

中 西 会 長  ありがとうございます。コメントで、回答は結構ですということ

ですが、そうではないというような回答もあるかもしれません。い

かがですか。よろしいですか。大丈夫ですか。 

 実際の場ではですね、区民の方からの要望などもたくさんあって、

いろいろ対応しなきゃいけないことなんかもあると思いますので、

今、谷口先生がご指摘になったようなことなんかも実際にはやって

いらっしゃることも多いのかなという気もいたします。ありがとう
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ございました。 

 私も若干的に感想を述べさせていただくと、やっぱりこの間の環

境の変化が非常に大きいなということで、この９ページ目のですね、

青字がすごく多いというところを感じるところです。特にコロナで、

まさに交通といいますか、人の移動、物の移動の変化が大きかった

ことが、施策の見直しにも多分かかってですね、それが議論が多分

大変だったんじゃないかなというふうに感じるところです。 

 ただ、それがまたコロナが一段落した感じがあって、もとに戻る

部分もあったり、進む部分もありということで、引き続き多分対応

が必要かなと思いますので、そういったことを踏まえて、この計画

の実現ということについて注意深く進めていただければなというふ

うに思いました。これは感想です。 

 皆様いかがでしょう。よろしいですか。 

 ありがとうございました。それでは本件についても、以上とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

 報告案件、たくさんありますので、次４件目ということで、京急

蒲田駅西口地区のまちづくりの状況について、ご説明をよろしくお

願いします。 

藏 方 幹 事  拠点整備第二担当課長の藏方です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。着座にて説明のほうをします。 

 京急蒲田駅西口地区のまちづくりの状況について、今回ご報告の

ほうをさせていただきたいなと思います。 

 今表示されているのが１ページ目でございます。京急蒲田駅西口

地区の位置でございますけれども、図面で表示している緑枠で囲わ

れているエリアが蒲田駅周辺地区グランドデザインの対象区域内の

部分でございます。その中の赤色背景の部分が今回のですね、京急

蒲田西口のまちづくりを進めている位置でございます。 

 京急蒲田の西口地区についても、この蒲田駅周辺地区グランドデ

ザインに基づいてですね、まちづくりを進めているところでござい

ます。 

 当該地区では町会商店街、飲食店街などの代表によって構成され

る地元まちづくり団体の京急蒲田駅西口地区まちづくり研究会が主
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体となったまちづくりが進められており、具体的なまちづくりに取

り組んでいるところでございます。 

 スライドの２ページ目に移らさせていただきます。 

 ２ページ目をご覧ください。京急蒲田駅西口地区のまちづくりの

経緯をまとめたものでございます。赤い実線の部分が町並み誘導型

地区計画の区域になっておりまして、地区計画を活用して老朽建物

の建て替えの促進を図ることで、防災性を向上し、友愛のある商業

と住宅との調和の取れた快適な街並みの形成を目指しているエリア

でございます。 

 既に建て替えが完了しているのが黄色い背景の駅前地区、緑背景

の４－１街区、４－２街区、青色背景の南第二地区となっておりま

す。現在区は青い青点線で囲まれたセンターエリアのうち未完了の

北地区、南第一地区、南第三地区の共同建て替えを支援していると

いうところでございます。 

 このうち北地区においては令和２年１１月に再開発の準備組合が

設立されているというところでございまして、地域住民や周辺の住

民との意見交換を行うとともに、関係機関との協議、調整が進めら

れている状況でございます。 

 スライドの３ページ目に移らさせていただきます。 

 ３ページ目をご覧ください。北地区センターエリアでの取組につ

いてでございます。（１）上位計画による位置づけでございますけ

れども、大田区都市計画マスタープラン、蒲田駅周辺地区グランド

デザインにおいて黒い四角内に記載のある内容が位置づけられてい

るところでございます。 

 ２番目、現状の課題と本地区での取組でございますけれども、現

在北地区では、防災、土地利用、都市環境、にぎわい及び回遊性の

面において記載の課題がございまして、まちづくりの検討が進めら

れているところでございます。 

 本地区の取組でございますけれども、右上に地図を載せておりま

す。細分化された複数の街区を集約して代替化を図るということで、

敷地の一体的な利用や公共施設の再編など、土地の高度利用を図り、

建物の共同化、広場や歩行者空間など公共空間を創出してまいりま



－- 37 -－ 

す。 

 また公共空間を創出することで災害時のいっとき滞留空間の確保

を行っていくとともに、防災設備を整備し無電柱化を進めることで

防災力の強化を図ってまいります。 

 また呑川沿いという立地特性を生かした緑化空間の形成、または

道路に隣接するあすと商店街と連携したにぎわいの形成を図ってい

くことで、にぎわいの創出、回遊性の向上、来街者を迎え入れる都

市空間を形成してまいります。こういった取組により上位計画の実

現を図ってまいりたいと考えている次第でございます。 

 今後につきましては、引き続き北地区センターエリアの共同化支

援を行ってまいります。状況が進展しましたら、またこちらの審議

会のほうでもご報告させていただきたいと考えている次第でござい

ます。 

 短い説明でありましたけど、私からの説明は以上です。 

中 西 会 長  ありがとうございました。 

 それではこの件につきまして、何かご質問、コメント等ございま

すでしょうか。 

 特にございませんか。ちょっと私から感想めいた話ですけども、

非常に蒲田の周辺というのはずっと重要な課題であるということは

間違いないんですけども、特にその中で京急の蒲田の駅の街区がか

なり近年動いているということで、そのご報告をいただいたという

ふうに思います。そのときに制度も使ってやっているということで

すが、地元の中でもですね、もともとの商店街の雰囲気といいます

か、商業の連続性を残しながらやってほしいという話もあるように

も感じているところです。 

 そういったところのまちづくりの状況、地区計画をですね、適用

しながらも、実際の事業者さんとか、あるいは実際に商業を営まれ

る方との関係を築きながら京急蒲田駅の辺りをつくっていかなきゃ

いけないというところで、要するに商業振興の観点とまちづくりの

機能向上の観点と、両立が必要な部分なんだろうというふうに感じ

ているところです。 

 なのでここに書いてあること自体に特段異論ないといいますか、
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これをさらに進めることが必要なんですけれども、実質的にその空

間改善しながらにぎわいも一緒に保っていくという、一番最後に書

いてありますね。そういったことを引き続き進めていただければい

いのかなというふうに思っております。これは私の感想ということ

で特段ご回答は結構です。そのように進めていらっしゃるだろうと

いう推察ということです。 

 皆様のほうから何かご意見等ありますか。よろしいですかね。 

 特段意見はないということで、ご報告としては了解したというこ

とかと思いますので、この件も以上としたいというふうに思います。

ありがとうございました。 

 これで本日の協議事項及び報告案件は終了ということでよろしい

ですね。ありがとうございました。 

 それでは本日はお忙しい中、貴重なご意見をいただき、皆様どう

もありがとうございました。それでは進行を事務局にお返しいたし

ます。 

深 川 幹 事  都市計画課長の深川です。 

 委員の皆様、本日は貴重なご意見、誠にありがとうございました。 

 何点か連絡事項がございます。まず、この都市計画審議会ですが、

途中私も何度か申し上げましたが、本日の会場も、これまでの区役

所本庁舎や周辺の会議室ではなくて、こちらの「ＰｉＯ ＰＡＲＫ」

にお集まりいただきました。少しご負担はあったのかなとは思うん

ですけれども、この後ですね、こちらの施設見学、せっかくの機会

ですので、させていただきたいのと、昨年度、皆様にもご審議いた

だいた羽田空港跡地の公園に都市計画決定を賜った部分ですけれど

も、すぐ隣ですので、こちらの建物のデッキからよく見えますので、

そういったところもぜひご覧いただいて、スケール感であったり、

今後これがどうなるのか、ぜひ今の状況を一緒に見ていただけたら

なと思っていますので、よろしくお願いします。 

 視察につきましては、１０分後、今４０分ですので、５０分にま

た席にいらっしゃっていただければ、こちらで少し説明をして、回

っていきたいと思います。あくまで会が終わった後の自由参加です

ので、ご都合のつく方で結構ですので、ぜひよろしくお願いします。 
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 それともう一つ、今年度、今日を含めて４回の都市計画審議会を

予定しております。事前に日程と会場は連絡させていただいている

かとは思うんですけれども、都度、また事務局から連絡させていた

だきますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それで次回ですけれども、７月３１日、Ｌｕｚ大森というところ

でやらせてください。場所はまた地図等を直前に送らせていただき

ますが、ＪＲ大森駅から歩いて５分もかからないぐらいのすぐ近く

にある区の施設でございます。こちらの建物の４階大集会室で予定

してございます。 

 それでは、以上をもちまして、第１８２回大田区都市計画審議会

を終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

午後３時４０分閉会 

 


